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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成23年3月24日(2011.3.24)

【公開番号】特開2008-286785(P2008-286785A)
【公開日】平成20年11月27日(2008.11.27)
【年通号数】公開・登録公報2008-047
【出願番号】特願2008-83387(P2008-83387)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   1/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｌ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月3日(2011.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体と、第１の粘着層と、光電変換素子を有するアレイ基板と、放射線を光に変換す
るシンチレータ層と、第１の樹脂層と、がこの順に配置された放射線検出装置であって、
　前記支持体、前記第１の粘着層、前記アレイ基板、前記シンチレータ層および前記第１
の樹脂層を切断する１つの断面において、
　前記シンチレータ層の配置領域の幅は、前記光電変換素子の配置領域の幅より広く、
　前記第１の粘着層の配置領域の幅は、前記光電変換素子の配置領域の幅と同じか又は広
く、かつ前記シンチレータ層の配置領域の幅より狭く、
　前記アレイ基板の配置領域の幅は、前記シンチレータ層の配置領域の幅より広く、
　前記シンチレータ層の配置領域、前記光電変換素子の配置領域、前記第１の粘着層の配
置領域、前記光電変換素子の配置領域、前記アレイ基板の配置領域とは、前記シンチレー
タ層、前記光電変換素子、前記第１の粘着層、前記光電変換素子、前記アレイ基板を前記
支持体に投影した領域である、
　ことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項２】
　前記シンチレータ層の配置領域は四角形状であり、前記１つの断面は、前記シンチレー
タ層の角部を横切る線で前記支持体、前記第１の粘着層、前記アレイ基板、前記シンチレ
ータ層および前記第１の樹脂層を切断した断面であることを特徴とする請求項１に記載の
放射線検出装置。
【請求項３】
　前記アレイ基板及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は前記シンチ
レータ層の配置領域より内側の領域に四角形状で配されていることを特徴とする請求項１
に記載の放射線検出装置。
【請求項４】
　前記アレイ基板及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は、前記シン
チレータ層の配置領域より内側の領域に配され各辺が前記四角形状の辺と平行な四角形状
の４つの角部をそれぞれ直線で切断して取り除いた形状を有することを特徴とする請求項
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１に記載の放射線検出装置。
【請求項５】
　前記アレイ基板は四角形状であり、前記第１の粘着層は、前記四角形状の４つの角部を
それぞれ直線で切断して取り除いた形状を有することを特徴とする請求項２に記載の放射
線検出装置。
【請求項６】
　前記アレイ基板は四角形状であり、前記第１の粘着層は、前記四角形状に内接する円形
状を有することを特徴とする請求項２に記載の放射線検出装置。
【請求項７】
　前記アレイ基板及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は、その全体
が前記四角形状の内側に位置するよう配置されていて円形状を有することを特徴とする請
求項１に記載の放射線検出装置。
【請求項８】
　前記第１の粘着層と前記アレイ基板との間に配置された第２の樹脂層と、前記第２の樹
脂層と前記アレイ基板との間に配置された第２の粘着層と、をさらに有し、前記第２の樹
脂層の配置領域の幅および前記第２の粘着層の配置領域の幅は、前記１つの断面において
、前記シンチレータ層の配置領域の幅より広く、
　前記第２の樹脂層の配置領域、前記第２の粘着層の配置領域とは、前記第２の樹脂層、
前記第２の粘着層を前記支持体に投影した領域である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の放射線検出装置。
【請求項９】
　前記シンチレータ層の配置領域は四角形状であり、前記１つの断面、前記シンチレータ
層の角部を横切る線で前記支持体、前記第１の粘着層、前記アレイ基板、前記シンチレー
タ層および前記第１の樹脂層を切断した断面であることを特徴とする請求項８に記載の放
射線検出装置。
【請求項１０】
　前記第２の樹脂層及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は前記シン
チレータ層の配置領域より内側の領域に四角形状で配されていることを特徴とする請求項
８に記載の放射線検出装置。
【請求項１１】
　前記第２の樹脂層及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は、前記シ
ンチレータ層の配置領域より内側の領域に配され各辺が前記四角形状の辺と平行な四角形
状の４つの角部をそれぞれ直線で切断して取り除いた形状を有することを特徴とする請求
項８に記載の放射線検出装置。
【請求項１２】
　前記第２の樹脂層及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は、前記四
角形状の４つの角部をそれぞれ直線で切断して取り除いた形状を有することを特徴とする
請求項９に記載の放射線検出装置。
【請求項１３】
　前記第２の樹脂層及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は、前記四
角形状に内接する円形状を有することを特徴とする請求項９に記載の放射線検出装置。
【請求項１４】
　前記第２の樹脂層及びシンチレータ層は四角形状であり、前記第１の粘着層は、その全
体が前記四角形状の内側に位置するように配置されていて円形状を有することを特徴とす
る請求項８に記載の放射線検出装置。
【請求項１５】
　前記第１及び第２の粘着層は、アクリル系、エポキシ系、シリコーン系の群に属するこ
とを特徴とする請求項８から１４のいずれか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項１６】
　前記シンチレータ層は、主剤に付活剤が添加されている構成をなすことを特徴とする請
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求項１から１５のいずれか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項１７】
　前記シンチレータ層は、柱状結晶構造であることを特徴とする請求項１６に記載の放射
線検出装置。
【請求項１８】
　前記主剤は、ヨウ化セシウムであることを特徴とする請求項１６又は１７に記載の放射
線検出装置。
【請求項１９】
　前記付活剤は、タリウムであることを特徴とする請求項１６から１８のいずれか１項に
記載の放射線検出装置。
【請求項２０】
　前記第２の樹脂層は、遮光機能を有することを特徴とする請求項８から１９のいずれか
１項に記載の放射線検出装置。
【請求項２１】
　前記第２の樹脂層は、緩衝機能を有することを特徴とする請求項８から２０のいずれか
１項に記載の放射線検出装置。
【請求項２２】
　請求項１から２１のいずれか１項に記載の放射線検出装置と、該放射線検出装置からの
信号を処理する信号処理手段と、を少なくとも有することを特徴とする放射線検出システ
ム。
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